
浜田市告示第 30 号 

 

浜田市インキュベーション施設利用支援事業補助金交付要綱の一部を改

正する告示を次のように定める。 

 

令和 8 年 3 月 25 日 

 

浜田市長 三 浦 大 紀 

 

 

  



浜田市インキュベーション施設利用支援事業補助金交付要綱の一部を

改正する告示 

 

浜田市インキュベーション施設利用支援事業補助金交付要綱（平成 26 年

浜田市告示第 63 号）の一部を次のように改正する。 

附則第 2 項中「令和 8 年 3 月 31 日」を「令和 11 年 3 月 31 日」に改め、同

項に次のただし書を加える。 

ただし、同日までに第 6 条第 1 項の規定により補助金の交付決定がなさ

れた補助金については、同日後も、なおその効力を有する。 

附 則 

この告示は、令和 8 年 3 月 25 日から施行する。 

 

 

 


